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酒気帯び運転及び幇助の禁止
運転者 ：３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金
車両提供者：３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金
同乗者 ：２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金
酒類提供者：２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金
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自転車の基本的なルール（一部）

❶ 自転車が通行する場所

車道歩道

車道の左側通行が原則

※例外･･･
「歩道通行可」の標識がある歩道は通行可
児童・幼児・７０歳以上、車道通行に支障があ

る身体障害者は通行可

➋ 一時停止 信号 の遵守

歩道通行可標識

車道路側帯

路側帯は通行可

一時停止の標識がある交
差点では一時停止し、左
右の安全確認を！

※一時停止違反･･･
～罰則～
３月以下の拘禁刑
又は５万円以下の罰金
過失は10万円以下
の罰金

信号機の信号に従
って通行を！

※信号違反･･･
～罰則～
３月以下の拘禁
刑又は５万円以
下の罰金
過失は10万円以
下の罰金

➋ 運転中のながらスマホ の禁止
・スマートフォンなどを手で保持して、
自転車に乗りながらの通話

・画面を見ながら運転は違反‼
※携帯電話使用等違反･･･
～罰則～
６月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
１年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

区分 件数 死者 負傷者

令和６年 １９６ １ １９２

令和５年 ２３５ ４ ２２４

増減数 －３９ －３ －３２

自転車の交通事故（高知県）

※自転車の事故は、全体の事故件数の２１.８％を占める。
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こじゃんと大事‼

桂浜水族館公式キャラクター
おとどちゃん
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酒気帯び運転及び幇助の禁止
運転者 ：３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金
車両提供者：３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金
同乗者 ：２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金
酒類提供者：２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金
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